2026年1月5日
経理課研究支援チーム


大学院総合文化研究科学術研究員の傷害保険加入について


　東京大学では、本学に在籍する学生・院生・研究生および在籍する教職員については、大学が一括して傷害保険に加入することで、また、本学に派遣される研究員等については、派遣元で傷害保険に加入していることを受入れの条件とすることによって、本学の構成員の全員について、勉学活動あるいは業務遂行中に負った傷害に対する保険が適用されるよう配慮がなされています。
　一方、駒場キャンパスに在籍する学術研究員については、この受入れ制度が部局独自の方式であり、かつ大学との雇用関係が生じないため、傷害保険の適用外となっているのが現状です。
　この度、総合文化研究科では、事業所としての駒場キャンパスの全構成員の安全・安心を確保する観点から、学術研究員にも全員もれなく傷害保険に加入して頂くこととし、平成24年度から以下のような措置を採ることとなっております。

（1） 学術研究員の受入れに当たっては、部局の定める傷害保険に加入することを受入れの条件とする。
（2） 傷害保険料の半額を部局が負担し、残りの半額については、受入れ研究室あるいは学術研究員本人の負担とする。
（3） 傷害保険料については、4月以降に決定する。（2025年度は一人当たり18,000円）。
（4） 平成28年度より、年度途中の加入については金額が変更となる場合がある。
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各　位


学術研究員の傷害保険料について


学術研究員の傷害保険については、傷害保険料の半額納付が必要となります。

この納付に当たり、受入教員研究室から天引きとするか、本人負担とするか、申請時にご連絡をお願いいたします。

· 　ken9.c@gs.mail.u-tokyo.ac.jp 　までメールにてご回答頂くか、申請書と一緒にこの用紙を研究支援チームまでご提出下さい。

　尚、保険料負担先を「本人」とした方につきましては、受入れ開始日以降に請求書をお送りいたしますので、請求書に記載の銀行口座にお振込み頂きますようお願いいたします。
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年　　　月　　　日


· 学術研究員氏名：　　　　　　　　　　　　　　


· 保険料負担先　：　本人　　　　　受入教員研究室

　　（どちらか選択してください。）


